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１ 入札の流れ 

◆ 入札説明書等の配布 

 令和７年１１月１２日（水）から令和７年１１月２５日（火）まで（日曜日、土

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。） 

 刈谷市役所くらし安心課窓口（３階）で配布するほか、刈谷市ホームページから

もダウンロードできます。 

※郵送での請求・配布は行っておりません。 

↓ 

◆ 入札参加申込書の提出と「あいち電子調達共同システム（物品等）」の申請 

 令和７年１１月１２日（水）から令和７年１１月２５日（火）まで 

午前８時３０分から午後５時１５分まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関す

る法律に規定する休日を除く。） 

入札参加希望者は、参加申込書等の必要書類をくらし安心課まで直接持参してく

ださい。また、入札日前日（日曜日及び土曜日を除く。）の令和７年１１月２６日

（水）までに「あいち電子調達共同システム（物品等）」に申請・名簿登載を行って

ください。各期限までに提出・名簿登載のない方は、入札に参加できません。 

↓ 

◆ 質疑応答 

 令和７年１１月１８日（火）午後５時１５分まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律に規定する休日を除く。） 

 入札に関して質問のある方は、質問書をくらし安心課まで提出してください。 

回答は、随時くらし安心課及び刈谷市ホームページにて公開します。 

※持参又は電子メール以外の提出方法は受け付けておりません。 

↓ 

◆ 入札の実施 

 日時 令和７年１１月２７日（木）午前１１時００分 

 場所 刈谷市役所３階 ３０１会議室 

入札書に必要事項を記入・押印して持参してください。郵送による入札は行いま

せん。 
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↓ 

◆ 落札候補者の決定 

入札終了後、直ちに開札を行います。開札の結果、入札者のうち最低の価格の入

札をした方を落札候補者とします。 

↓ 

◆ 落札者の決定・通知と契約締結 

 入札参加資格を確認後、落札された方に落札者決定通知を発送します。 

 また、令和７年１２月３日（水）までに契約締結をしていただきます。 

 契約期間は、令和８年３月１日から令和１３年２月２８日までです。 

↓ 

◆ 街頭防犯カメラ機器等の設置 

 本市が特に認めた場合を除き、設置工事は契約期間までに行ってください。 

↓ 

◆ 賃貸借料の支払い 

賃貸借料は、賃貸借期間開始から支払いが発生し、後払いで賃貸人から適法な請

求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。また、契約時に定める特約

条項により年度ごとの支払い額を記載し、請求は１年あたり１２回を超えることが

できない。なお、請求する金額に１００円未満の端数が生ずる場合は、その端数を

切り捨てて請求するものとし、賃貸借期間の初回の請求で調整する。 
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２ 賃貸借物件 

 （１）街頭防犯カメラ機器等 １方向撮影型 １２台 

（２）告知板 １２枚 

  上記の取付けに伴う、配線・取付金具等を含むものとします。 

３ 賃貸借内容 

  別紙「刈谷市街頭防犯カメラ機器等賃貸借仕様書」に記載のとおりとします。 

４ 入札参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができ

ます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に

該当しない者であること。 

 （２）過去３年間において、地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号に該当し

たことがない者であること。 

 （３）法人にあっては愛知県内に本店、支店、営業所等を有し、個人にあっては愛

知県内で事業を営んでいること。 

 （４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者（更生手続の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者

（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著

しく不健全である者でないこと。 

 （５）公告日から落札決定までの間、刈谷市入札参加資格停止要領（平成６年７月

１２日施行）に基づく入札参加資格停止処分を受けていない者であること。 

 （６）次のいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表

者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同

じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

暴力団員ではないが同法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」と

いう。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為

等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められる法人等（法
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人又は個人をいう。以下同じ。） 

   イ 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が、経営又は運

営に実質的に関与していると認められる法人等 

   ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力又は暴力団員等若しくは暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている

と認められる法人等 

   エ 役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる

法人等 

   オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められる法人等 

   カ 役員等又は使用人が、本項第６号ア～オのいずれかに該当する法人等であ

ることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる法人等 

   キ 無差別大量殺人を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）第５条第１項の規定による観察処分を受けている法人等 

 （７）国税、県税又は市町村税を滞納している者でないこと。 

（８）過去１０年間（当該年度含まず）に、官公庁（国、地方公共団体並びに公共

工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条第１項に規定されて

いる特殊法人に限る。）発注の１契約で１０台以上の防犯カメラの設置及び賃

貸借業務で、元請としての契約実績（現在賃貸借期間中のものも含む）を有す

る者であり、情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001/ISMS）の認証

取得組織又は、プライバシーマーク付与事業者であること。 

（９）入札日の前日（日曜日及び土曜日を除く。）までに、「あいち電子調達共同シ 

ステム（物品等）」に名簿登録されていること。 

５ 参加申込 

 （１）参加申込 

入札公告、入札説明書、仕様書等を十分に理解した上で入札の参加申込をし

てください。 

ア 申込期間 
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     令和７年１１月１２日（水）から令和７年１１月２５日（火）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

イ 申込時間 

     午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   ウ 申込場所 

     刈谷市東陽町１丁目１番地 

     刈谷市役所３階 くらし安心課 

   エ 申込方法 

     持参に限ります。 

※事前に持参する日時を連絡すること。 

   オ 申込書類 

    （ア）制限付一般競争入札参加申込書（様式１） 

    （イ）誓約書（様式２） 

    （ウ）過去１０年間（当該年度含まず）に、官公庁（国、地方公共団体並び

に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条第１項

に規定されている特殊法人に限る。）に１契約で１０台以上の発注の防

犯カメラの設置及び賃貸借した実績（現在賃貸借期間のものも含む）を

証明する契約書等の写し 

 （２）「あいち電子調達共同システム（物品等）」の申請 

    入札日の前日（日曜日及び土曜日を除く。）までに必ず「あいち電子調達共同

システム（物品等）」に名簿登載されるよう、申請・書類提出等を行ってくださ

い。 

   ア 名簿登載期限 

     令和７年１１月２６日（水）まで 

   イ ＵＲＬ 

     「あいち電子調達共同システム（物品等）」 

http://www.buppin.e-

aichi.jp/public/pubTop.do?methodName=initDisplayForPub 

   ウ 申請等 

     「【資料】「あいち電子調達共同システム（物品等）」申請の手引き」を確認

http://www.buppin.e-aichi.jp/public/pubTop.do?methodName=initDisplayForPub
http://www.buppin.e-aichi.jp/public/pubTop.do?methodName=initDisplayForPub
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し、申請してください。 

   エ 問い合わせ先 

    （ア）システム操作等に関する質問 

        あいち電子調達共同システム（物品等）ヘルプデスク 

電  話 ０１２０－５１１－２７０ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定す 

る休日を除く。） 

    （イ）入力内容・提出書類等に関する質問 

        刈谷市 契約検査課 

電  話 ０５６６－６２－１００３ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定す 

る休日を除く。） 

６ 質問 

  入札説明書等に関して質問がある場合は、質問書（様式３）を提出してください。 

（１）提出期限 

    令和７年１１月１８日（火） 午後５時１５分まで 

 （２）提出場所 

    刈谷市役所３階 くらし安心課 

 （３）提出方法 

    持参又は電子メール（kurashi@city.kariya.lg.jp）に限ります。 

※持参する場合は、事前に日時を連絡すること。 

 （４）提出書類 

    質問書（様式３） 

 （５）回答方法 

    回答は、随時くらし安心課及び刈谷市ホームページにて公開します。 

７ 入札 

 （１）入札日時 

    令和７年１１月２７日（木） 午前１１時００分 
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 （２）入札場所 

    刈谷市役所３階 ３０１会議室 

 （３）入札書 

   ア 指定の入札書（様式４）を使用すること。 

   イ 提出した入札書は、書き換え若しくは引き換え又は撤回できません。 

   ウ 入札書の金額記入欄において使用する文字は、アラビア数字とし、最初の

数字の前に「金」を付けること。 

   エ 入札書に記載する金額は、設置台数分の総額とすること。 

   オ 落札候補者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額（５年

分の総額）を入札書に記載すること。 

   カ 入札は、入札書（様式４）を封筒に入れ封印し、件名、設置場所、入札者

の住所及び氏名（法人にあっては、所在地、名称及び代表者名）を封筒に記

載すること。 

   キ 入札書及び封筒は、ボールペン又は万年筆を使用して（鉛筆、シャープペ

ンシル、消せるボールペンは使用不可）明確かつ明瞭に記載し、鮮明に押印

すること。 

   ク 上記ア～キに違反する入札及び入札公告中の「８ 入札の無効に関する事

項」に該当する入札は、無効とします。 

＜封筒記入例＞ 

 

 

  

 

（４）入札の辞退 

    制限付一般競争入札参加申込書を提出した方で、入札を辞退する場合は、入

札辞退届（様式５）を刈谷市ホームページからダウンロードし、必要事項を記

裏 表 

　○○市○○町○丁目○番地
　株式会社○○
　代表取締役　○○　○○

印 印印
自動販売機設置に係る
行政財産の貸付け

貸付物件名

設置場所

市役所本庁舎①

件名

２Ｆ西トイレ前東側（執務室側）
８Ｆ食堂横西側（入口側）

件  名 刈谷市街頭防犯カメラ機器等 
賃貸借 

 

設置場所 刈谷市井ケ谷町地内ほか 
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載の上、入札日の前日（日曜日及び土曜日を除く。）までにくらし安心課まで提

出してください。 

 （５）入札の中止 

    あらかじめ不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき又は災害

その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期す

ることがあります。その場合、入札者及び入札に参加しようとする者が損失を

受けても、刈谷市は補償の責を負いません。 

 （６）入札保証金 

    刈谷市契約規則（昭和４０年規則第１０号）第１１条第２号の規定により全 

額免除とします。 

８ 開札 

 （１）開札は、入札会場において入札の終了後直ちに入札者の面前で行います。 

なお、開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行います。 

 （２）開札の結果、入札者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札

候補者とし、落札候補者の次に低価格で入札した者を次順位者とし、入札参加

資格の確認が終了するまで落札を保留にします。 

 （３）上記に記載のない事項については、刈谷市工事関係入札心得書（昭和５４年

４月１日施行）によるものとします。 

９ 落札者の決定 

 （１）提出された書類の審査を行い、落札候補者が必要な資格を満たしていると認

められる場合は、落札者として決定します。 

 （２）入札結果については、落札者の決定後、入札者数、落札者名、落札金額を刈

谷市ホームページで公表します。 

１０ 契約の締結 

 （１）契約締結期限 

    令和７年１２月３日（水） 

 （２）契約時の注意事項 

   ア 別紙契約書により、契約書を作成するものとします。 

   イ 契約の締結及び履行に関する費用は、すべて落札者の負担とします。 

   ウ 賃貸借契約は申込者名義で行います。 
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   エ 落札者決定後、上記（１）の期限までに契約書を交わさない場合は、落札

者決定を取り消す場合があります。 

 （３）契約保証金 

    刈谷市契約規則に基づいて納付するものとします。 

１１ 支払方法 

  刈谷市街頭防犯カメラ機器等賃貸借仕様書の「第八支払い方法」に従って支払う

ものとします。 

１２ 問い合わせ先 

  〒４４８-８５０１ 

刈谷市東陽町１丁目１番地 

  刈谷市役所 ３階 くらし安心課 

  電話 ０５６６－６２－１０１０ 


